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平成26年度から適用

　　　第１条 会員の会費（公益社団法人神奈川労務安全衛生協会(本部)費を含む）とし

て、３条の区分による金額を毎年６月末までに納入する。

　　　第２条 公益社団法人神奈川労務安全衛生協会(本部)費は本会費より支出納入する。

　　　第３条 本会費は次のとおりとする。

　　　従　業　員　数 　　　年　　　額

　　　１０人以下 　　　７，０００円

　　　１１～　　　２０ 　　　９，０００〃

　　　２１～　　　５０ 　　１２，０００〃

　　　５１～　　１００ 　　１５，０００〃

　　１０１～　　１５０ 　　１９，０００〃

　　１５１～　　２００ 　　２３，０００〃

　　２０１～　　２５０ 　　２７，０００〃

　　２５１～　　３００ 　　３１，０００〃

　　３０１～　　３５０ 　　３５，０００〃

　　３５１～　　４００ 　　３９，０００〃

　　４０１～　　４５０ 　　４３，０００〃

　　４５１～　　５００ 　　４７，０００〃

　　５０１～　　６００ 　　５１，０００〃

　　６０１～　　７００ 　　５５，０００〃

　　７０１～　　８００ 　　５９，０００〃

　　８０１～　　９００ 　　６３，０００〃

　　９０１～１，０００ 　　６７，０００〃

 　１，００1～１，５００ 　　９０，０００〃

   １，５０1～２，０００ 　１００，０００〃

  ２，００１～２，５００ 　１０５，０００〃

  ２，５０１～３，０００ 　１２０，０００〃

  ３，００１～４，０００ 　１４０，０００〃

　　４，００１以上 　１６０，０００〃


